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出作をめぐる差別と争論

は
し
が
き

　
慶
長
期
の
和
泉
に
お
け
る
徳
川
氏
の
支
配
は
、
堺
政
所
と
岸
和
田
城
主
小
出
氏

と
を
軸
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
豊
臣
氏
の
老
臣
小
出
秀
政
の
存
命
中
は
、

豊
臣
氏
と
の
深
い
ゆ
か
り
を
考
慮
し
て
、
徳
川
氏
の
支
配
は
か
な
り
慎
重
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
に
秀
政
が
死
去
す
る
と
、
こ
れ
を
一

つ
の
契
機
と
し
て
、
徳
川
氏
は
和
泉
へ
の
勢
力
の
侵
透
を
は
か
り
、
－
同
年
八
月
和

泉
の
白
々
に
検
地
指
出
帳
の
提
出
を
命
じ
た
。
そ
の
範
囲
は
、
岸
和
田
城
の
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

下
に
あ
っ
た
南
郡
を
中
心
と
し
て
、
泉
・
大
鳥
郡
に
お
よ
ん
で
い
た
。

　
「
履
脹
畝
畔
泉
州
泉
郡
信
太
郷
か
わ
た
村
御
指
出
」
は
、
そ
の
う
ち
の
一
冊
で
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
後
の
南
王
子
村
は
、
当
時
王
子
村
な
ど
で
五
十
九
石
一
斗
六
升
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
出
作
地
を
保
有
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
南
王
子
村
民
は
次
第
に
出
作
地
を
拡
大
し
、
近
倣
中
期
に
は
村
高
の

二
倍
近
く
の
、
幕
末
期
に
は
村
高
の
三
倍
余
り
の
出
作
地
を
周
辺
村
上
で
保
有
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

明
治
初
年
に
い
た
っ
て
い
る
（
第
1
表
）
。

　
こ
の
う
ち
、
王
子
村
で
の
出
作
高
の
買
請
時
期
を
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
三

月
の
「
王
子
村
御
田
地
譲
り
請
候
地
株
井
代
銀
玉
」
で
示
し
た
の
が
第
2
表
で
あ

（
4
）

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
出
作
高
の
集
積
は
、
有
毛
検
見
取
法
・
田
方
木
綿
勝
手
作

法
が
そ
の
効
力
を
発
揮
し
た
宝
暦
期
に
著
し
く
、
安
永
末
年
に
は
ほ
ぼ
終
り
を
つ

第1衷　南王子村の出作高の変遷

明治5年
（1872）

　　石
141．7958

101．6337

36．3702

71．7809

26．7232

　3．0720

15．4650

　3．2085

　1．5150

天保4年
（1833）

　　　石

139．894

103．143

　54．627

　81．878

　50．879

　14．720

　18．461

安永2年
（1773）

　石
137．4490

45．6387

　7．2632

48．3727

24．3050

名村

王子

尾井
中

池上

値太
太

富秋
原
　
井

千
三

401．5643463。602263．0286工合

げ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
以
後
は
尾
井
以
下
の
近
隣
村
寺
へ
進
出
し
て
い
る
。

　
南
王
子
村
は
小
栗
街
道
沿
い
の
農
村
部
落
で
、
少
な
く
と
も
文
禄
の
太
閤
検
地

に
よ
っ
て
、
高
百
四
十
六
石
二
斗
八
升
の
村
と
し
て
成
立
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
の
屋
敷
地
の
所
在
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
七
世
紀
に
は
王

子
村
の
信
太
明
神
の
除
地
三
反
八
畝
二
十
八
歩
を
屋
敷
地
と
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
王
子
村
民
か
ら
「
一
段
別
火
之
村
柄
」
と
し
て
数
々
の
差
別
・
圧
迫
を
う
け
、

ま
た
し
ば
し
ば
「
大
切
之
惣
村
高
を
養
申
惣
ノ
池
」
の
樋
元
支
配
権
を
お
び
や
か
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第2表　王子村での出作高の集積

代【口数：（％）　石高石　高（％）

　石
　1．4000（　　1．1）

　0．7105（　　0．5）

　0．5818（　　0．4）

21．8588（　16．4）

　0．7285（　　0．5）

　5．7556（　4．3）

　6．3764（　4．8）

　1．6223（　　1．2）

47．1659（　35．4）

22．3014（　16．7）

12．2397（　・9，2）

12．4784（　9．4）

年

1（、

i
（

2（

11（

1（

4（

5（

1（

61（

14（

18（

13（

0．8）

〃　）

1．5）

8．3）

0。8）

3。0）

3．8）

0．8）

46．2）

10，6）

13．6）

9．8）

天和（1681～　83）

元禄（1688～1703）

正徳（1711～　15）

享保（1716～　35）

元文（1736～　40）

寛保（1741～　　43）

延享（1744～　　47）

寛延（1748～　50）

宝暦（1751～　　63）

明和（1764～　71）

安永（1772～　80）

不　　　　　　明

133．2193（100．0）132（100，0）計合

他村および居村の農民からの買請合計である。

さ
れ
る
の
で
「
惣
ノ
池
こ
難
替
」
く
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
一
二
月
、
除
地
の

屋
敷
地
を
領
主
小
笠
原
佐
渡
守
に
返
上
し
、
全
村
民
が
旦
那
寺
西
教
寺
と
と
も
に
、

南
王
子
村
内
の
本
田
畑
の
一
部
を
屋
敷
地
に
し
て
移
住
・
自
立
し
た
の
で
あ
っ
総
酬

そ
し
て
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
村
民
は
営
々
と
し
て
出
作
地
の
拡
大
に
つ
と
め
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
出
作
地
で
王
子
村
が
ら
数
々
の
差
別
・
圧
迫
を
う
け
た
。
出
作
地
を
め
ぐ

る
艶
言
つ
い
て
は
・
す
で
に
一
・
二
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
難
本
稿
は
多

少
と
も
こ
れ
ら
に
付
け
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
（
1
）

（
2
）

『
堺
市
史
　
続
編
』
第
一
二
五
二
五
・
五
二
六
頁
。

太
閤
検
地
の
と
き
村
切
り
に
よ
っ
て
出
作
地
と
な
っ
た
の
か
、
の
ち
に
出
作
地

を
保
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
こ
の
間
の
事
清
は
閣
ら
か
で
な
い
が
、
慶

長
九
年
に
は
王
子
村
な
ど
で
五
十
九
石
余
を
保
有
し
て
い
る
。

　
南
王
子
村
の
小
字
名
は
四
ノ
坪
・
五
ノ
坪
・
六
ノ
坪
・
七
ノ
坪
・
八
ノ
坪
・

九
ノ
坪
・
十
ノ
坪
・
十
五
ノ
坪
・
十
六
ノ
坪
・
十
七
ノ
坪
・
十
八
ノ
坪
・
道
ノ

は
た
・
は
か
た
北
口
・
は
な
む
ら
で
、
慶
長
九
年
の
指
出
帳
の
保
有
地
は
、
次

表
に
み
る
よ
う
に
、
王
子
村
な
ど
他
村
の
小
字
の
も
の
で
あ
り
、
出
作
地
で
あ

る
。　

こ
の
措
出
は
文
禄
の
太
閤
検
地
醸
に
よ
っ
て
、
慶
長
九
年
当
時
の
村
方
の
耕

小字名 周辺農村の同小字地面積1南王子村陸子
、 尾井村1富秋村 太 村1中　　村

町反畝歩 町反畝歩 畝歩 町反孤歩 町　　畝 反敵群
雨　ふ　り 2．5．8．01 1．7，8ユ5 7．0．07 1．4．10

や　し　き 1．06 9．18

あまくす 5．20 4．3．11 5．9．19 4．1．0．03 1．3．20

山　は　ら 6．29 1，4．6．07 1．9．2．21

川　ノ　上 5．2．24 6．00 2．13

一・ ﾌつほ 2．0．00 1．3．10

川のはた 4．27 1．00

いけのはた 5．GO 1．14

山　　　谷 2．8．09 2．1．9．18 5．1．19 2．5．06

五　反　田 1．6．20 1．0．10 2．0．00

六　反　田 1．6．20 2，9．03 1．2．00

た　め　田 1．1．25 3．0．02

尾　さ　き 2．2．11 9，6．29・

1，3，20
・・5…121・…．・・271・…3・・5i・…6・26【・・・…26

六合

慶長9年「泉州泉郡信太郷かわた村御事出」・「泉州泉郡信太郷わうし村御詠出塵
事」・「泉州泉郡信太郷尾井村御指墨之事」・「泉州泉郡信太郷富秋村御指出事」・「泉

州泉郡信太郷太村御指出之事」・「泉州泉郡信太郷中村御摺出之事」による。以下，

慶長9年の指出はすべて東京大学史料編纂所蔵である。
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出作をめぐる差別と争論

　
　
　
地
保
有
や
出
作
地
の
現
況
を
報
告
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
｝
村
単
位
の
検
地

　
　
　
指
出
端
で
は
な
い
。
文
禄
の
検
地
帳
に
よ
っ
た
こ
と
は
、
．
例
え
ば
「
蔵
脹
軌
麻
泉

　
　
　
州
南
郡
八
木
郷
中
屋
柑
御
検
地
帳
」
．
の
末
尾
に
「
文
禄
三
年
八
月
吉
日
」
の
文

　
　
　
言
が
あ
り
、
本
文
中
に
「
下
　
弐
畝
　
弐
斗
六
升
、
五
郎
小
右
衛
門
入
」
と
耕
地

　
　
　
移
動
の
記
事
が
あ
り
、
下
堀
田
村
か
ら
提
出
し
た
分
の
表
紙
に
は
「
蚊
服
寵
牌
八

　
　
　
木
郷
下
池
田
村
御
検
地
帳
」
と
あ
り
、
ざ
ち
に
「
膿
引
田
眸
泉
州
泉
郡
信
太
郷
わ

　
　
　
う
し
村
御
指
出
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
「
六
畝
．
八
斗
一
升
　
彦
左
衛
門
失
人
」
な

　
　
　
ど
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
で
明
ら
か
で
あ
為
。

　
　
　
　
ま
た
、
一
村
単
位
の
検
地
指
出
帳
で
な
い
こ
と
ば
、
高
石
村
か
ら
中
村
べ
の

　
　
　
出
作
高
、
森
村
・
助
松
村
か
ら
富
秋
村
へ
の
出
作
高
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出

　
　
　
作
先
の
村
方
か
ら
別
帳
で
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
（
「
一
服
畝
畔
泉
州

　
　
　
信
太
郷
出
作
高
石
村
御
指
爾
二
型
」
・
「
膿
脹
畝
畔
泉
州
泉
郡
信
太
山
出
作
嚇
松
樹

　
　
　
御
指
出
」
）
。
　
　
．
　
　
・
　
　
、
・

　
　
　
　
　
「
一
服
畝
畔
泉
州
泉
郡
信
太
郷
か
わ
た
三
三
三
三
」
は
「
出
作
」
の
二
字
を
書

　
　
　
蕗
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
、
す
で
に
古
検
村
高
は
百
四
十
六
三
二
斗
八
升
で

　
　
　
あ
り
、
指
出
の
小
字
名
は
さ
き
に
み
た
よ
う
に
王
子
村
な
ど
の
そ
れ
で
あ
る
か

　
　
　
与
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
報
告
し
た
例
と
し
て
は
、
「
蔵
唱
曲
畔
泉
州
信

　
　
　
太
郷
出
作
鉱
ふ
欄
御
斗
出
」
・
「
蔵
脹
齢
眸
泉
餅
泉
郡
信
太
郷
無
地
之
山
事
」
な
ど
が

　
　
’
あ
り
、
後
者
は
尾
井
・
太
両
村
の
無
地
を
ま
と
め
て
報
焦
し
て
い
る
。

…
（
3
）
　
『
奥
田
家
文
書
』
三
九
二
・
八
・
一
〇
六
二
・
一
〇
〇
五
号
。

へ
4
）
．
．
申
奥
田
家
文
書
晦
九
〇
七
号
。
」
　
－
・
：
．
．
．
　
・
－
　
－
　

．
（
5
）
　
拙
稿
「
近
世
未
解
放
村
落
の
貢
租
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
五
九
号
）
・
「
明
治
初

　
　
　
期
の
村
格
一
益
し
（
『
部
落
問
題
論
集
』
第
2
号
）
。

（
6
）
小
野
田
栄
子
「
幕
藩
制
解
体
期
に
お
け
る
賎
民
身
分
を
め
ぐ
る
諸
動
向
」
（
『
日

　
　
　
本
史
研
究
』
一
八
一
号
）
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

二
　
所
持
高
と
出
作
高
と
の
関
係
の
変
遷

　
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
・
天
保
十
四
年
（
榊
八
四
｝
二
）
・
．
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

に
お
け
る
、
居
村
で
の
所
持
高
と
王
子
村
で
の
出
作
高
と
の
闘
係
を
示
七
た
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
＞
、

第
3
・
4
・
5
表
で
あ
り
、
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
6
表
で
あ
る
。

第3表　天明4年の居村所持高と出作高との関係

計7石～10石5石～7石3石～5石1石～3石1石未満

　人

1　　（
　石
5．061Q（

1　　（

9．1900（

1　　（

5．9459（

6

19．2583（

17

　％
2，0）

3．8）

2．0）

6，9）

2，0）

4．5）

　　　　　　（11．8）

　　　　　　　14．4）

　　　　　　（33．3）

46．3802（　34．8）

10　　　（19．0）

20．2586（　15．2）

15　　　　（　29．4）

27．2367（　20．4）

人　　　　％
1　　（2．0）
石

9，1900（6，9）

人

1　　（
石

5，0610（

　％
お．0）

3．8）

1　　（

5・♀459（

2　　（

12．3406（

21　（
10．3130（

2．0）

4．5）

3．9）

9．3）

3．9）

7．7）

　　人　　　　　％

6　　（11．8）

22．6575（17．0）

2　　（3．9）

　7．8694（　5．9）

1　　（2，0）

　3、0970（2．3）

　51　　　　（100、0）

133，3307（100．0）

1　　（2．0）

9．1900（6．9）

6　　（11．8）

33．6605（25．2）

　9r（17．6）

33．6241（25．2）

　人　　　　％
3　　（5．9）

　石
6．6317（5．0）

7　　（13．7）

12．3415（　9．3）

6　　（11．8）

11．3294（　8．5）

11　　　　（21．6）

22．3753（1688）

27　　　　　（52．9）

52．6779（39，5）

人　　　　％
1　　（2．0）
石

0．2860（　0．2）

2　　（3．9）

1．0680（0．8）

2　　（3．9）

1．0598（　0．8）

3　　（5。9）

1．7644　（1．3）

　　　　r　　」

10石～15石

～107

～75

～53

～31

ユ石未満

高無

8　　（15，7）

4．1782（　3．1）
計合
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第4衷　天保14年の居村所持高と出作高との関係

　　出作高

書ｺ持高
1石未満 1石～3石 3石～5石 5石～7石 7石～10石

10石～15石　閥

15石～20石 言十

人　％ 人　　％ 人　　％

10石～15石

②
　
（
4
．
3
）
石

①
　
（
2
．
2
）
石

3
　
（
6
．
5
）
石

1L6737（8．4） 10．6889（7．7） 2翠．3626（16．1） ！

7～10

人　％

5～7

①
　
（
2
．
2
）
石 1　「（2．2）

2．9861（2」） 2．986三（2．1）

3～5
　入　％

@　（2．2）石3．3903（2．4｝

①　（2．2）

U。4083（4．6）

①　（2．2｝

PL3091（8．1）

　　人　％
@①　（2．2）　石ユ6．9550（12．2） 　4　（8．7）

R8．0627（27．3｝

1～3
4
　
（
1
0
。
9
）
①

3　（6。5） 1　（2．2） 9　（19．6）

7．4292（5．3） ユ0，8000（7．8） 5．9046（4．2） 24．1338（17．3）

1石未満
　人　％T

　
（
1
0
．
9
）
石

8　（17．4） 3　（6．5） 1（2．2｝
17　（37．0）

2．5629（工．8） 17．5070（12．6） 11・8074（85｝ 514012（3．9） 37．2785（26．8）

無高
4　（8，7） ．8　（！7・4） 12　（26．1）

1。5369（1．1》 12．8102（9。2）． 14．鈎71（10．3）

合計
9　（19．6） 22　（47．8＞ 7　（15．2） 5　（10．9） 2　（4．3） 1　（2，2） 46　（100．0｝

4．0998（2。9） 40．7325（29．3） 25．9977（18．7＞ 29．3878（21。1） 21．9980（15．8） 16．9550（12．2） 139．1708（100．0）

○内の数字は，牛所持の人数を示す。

第5表　安政β年の居村所持高と出作高との関係

　出作高居村持高

1石未満 1石～3石 3石～5石 5石～7石 7石～10石 10石～15石 15石～20石 。．．計．し∴1

15石～20石
人　　％

@　（2。4｝
・人　　％ユ．．．（2。4）

石9．8268（7．2） 石　．．∴

X。8268（7．2＞

10～15
①　（2．4） 1　（2．4｝

7．0815（5．2｝ ．7・0815（5．2）

7～10
人　　％

秩i．2・4）L5603（1，1）

1　（2．4）

k5603（1．1｝

5～7
人　　％①　（2．4）石O．5766（0．4）

入　　％
@　（2．4）

S．4494（3，3）

人　　％
A　（2．4）

T．1511（3．8）

①　（2．4｝

X．5833（7．0）

　人　　％
@　（2．4）石10．5876（7．7） 　人　　％

@　（2。4）

P8．1125q3．2）

6　（14．3）

S8．4905（35．5》

3～5
②　（4．8）

S．2853（3。1）
2　（4．8）

S．2853（3。1｝

1～3
曾（16．，）・①

P2．9468（9．5）

3　（9．5）

P5，0797（11．0）

1　（2．4）

U．4539（4．7）

12　（28．6134．4804（25．2）

工石未満 4　（9．5）
k5889（工．2）

7　（16．7）

P3．8504（10．1）

1　（2．4）

R．4584（2．5）

1　（2．4）

T．4015（3．9）
13　（31．O）

Q4．2992（17．8）

無鉛
3　（7．1｝1．9856（エ．5）

3　（7．1）

S．7757（3．5）
6　（14，3）

U．7613（4．9）

合計
8　（19．0）

S．1511（3．0）

201 i47．6）37．4185（27．4）

6　（14．3）

Q3。0175（16。8）

3　（7．1）

P7．0065（12．4）

3　（7．1）

Q6．4916（19．4）

1　（2．4）

P0．5876（7．7）

1　（2．4）’

P8．1125（13．2）

42（100．0）
G36・7｛弼3（100・O）、

1　西教寺（6石324）の出作高1石8988，寺出作話4石2833は除いてある。

29内嘩字は牛所持の人数赫す・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一82一



第6表　居村所持高と出作高との関係の変遷

安政6年
人

①　　（
石

9．8268（

①　　（

7．0815（

①　　（

1．5603（

⑥

　％
2．4）

7．2）

2．4）

5．2）

2．4）

1．1）

　　　　　　（14．3）

48．4905（　35．5）

②　　（4．8）

　4．2853（　3．1）

②　　　　　　（28．6）
10

34．4804（　25．2）

13　　　　（　31．0）

24。2992（　17．8；）

6　　（14．3）

　6，7613（　4．9）

42　　　　（100．0）

136．7853（100，0）

天保14年天明4年

　人　　　　　％
③　　（6。5）

　石
22．3626（　16．1）

③　　（2，2）

　2．9861（　　2．1）

④　　（8，7）

38．0627（　27．3）

掌　（・9．・）

24．1338（　17，3）

17　　　　　（　37．0）

37．2785（　26．8）

12　　（26．1）

14，3471（　10，3）

46　　　　　（100．0）

139．1708（100．0）

　　　　　　　　11．

　　　　　　　　14．4）

　　　　　　（33．3）

46．3802（　34，8）

10　　　　（　19．6）

20．2586（　15，2）

15　　　　（‘29．4）

27．2367（　20．4）

　　人

1　　（
　石
5．0610（

1　　（

9．1900（

1　　（

5，9459（

6　　（

19。2583（

17

　％
2．0）

3．8）

2．0）

6。9）

2．0）

4．5）

　　8）

　51　　　　（100．0）

133．3307（100．0）

15石～20石

10　～15

～10

～7

～5

7
　
　
　
　
四
b
　
　
　
　
Q
り

～31

1石未満

高無

計合

出作をめぐる差別と争論

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
明
期
の
出
作
の
中
心
は
一
一
三
石
層
で
、
人
数
に
お
い
て

三
三
・
三
％
、
出
作
高
に
お
い
て
三
四
・
八
％
を
し
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
ぐ
の

が
無
高
層
で
、
人
数
で
二
九
・
四
％
、
出
作
高
で
二
〇
・
四
％
で
あ
る
。
ま
た
そ

の
経
営
は
三
石
未
満
層
に
よ
る
一
一
三
石
と
い
う
零
細
な
規
模
が
中
心
で
、
そ
の

半
ば
は
無
高
層
が
し
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
四
人
の
う
ち
無
高
層
が
一
一
人
で

四
五
・
八
％
、
高
四
六
石
四
升
六
合
二
勺
の
う
ち
無
高
層
が
二
二
石
器
斗
七
升
五

合
三
勺
で
四
八
・
六
％
で
あ
る
。

　
天
保
後
期
以
降
、
出
作
地
は
牛
を
飯
持
す
る
三
石
以
上
層
（
他
村
で
も
、
出
作
地
を
保
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
）

に
集
積
さ
九
る
。
そ
の
中
心
は
三
－
筆
石
層
で
、
出
作
高
の
二
七
・
三
％
を
し
め
、

そ
の
半
ば
は
一
〇
石
以
上
の
経
営
規
模
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
。
一
方
、
無
高

層
は
天
明
期
の
一
五
人
（
二
九
・
四
％
）
か
ら
＝
一
人
（
二
六
・
一
％
）
に
減
じ
、
そ

の
出
作
高
も
天
明
期
の
二
〇
・
四
％
か
ら
一
〇
・
三
％
に
半
減
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
こ
の
の
ち
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
る
。
安
政
期
に
は
牛
所
持

の
五
一
七
三
層
が
出
作
高
の
三
五
・
五
％
を
、
ま
た
牛
所
持
の
五
石
以
上
層
が
出

作
高
の
半
ば
を
し
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
一
方
、
無
高
層
は
ま
す
ま
す
減
じ
、

人
数
に
お
い
て
も
出
作
高
に
お
い
て
も
、
天
保
後
期
に
く
ら
べ
て
半
減
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
出
作
経
営
規
模
の
中
心
は
、
天
明
期
か
ら
安
政
期
に
か
け
て
、
依
然
と

し
て
零
細
な
一
－
三
石
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
が
、
人
数
に
お
い

て
も
、
出
作
高
に
お
い
て
も
、
天
明
期
の
二
七
人
（
五
二
・
九
％
）
・
五
二
石
六
斗

七
升
七
合
九
時
（
三
九
・
五
％
）
か
ら
、
天
保
期
の
二
二
人
（
四
七
・
八
％
）
・
四
〇

団
七
斗
三
升
二
合
五
尺
（
二
九
・
三
％
）
、
さ
ら
に
安
政
期
の
二
〇
人
（
四
七
・
六
％
Y

三
七
三
四
斗
一
升
八
合
二
期
（
二
七
・
四
％
）
と
、
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
持
層
に
よ
る
出
作
地
経
営
の
増
加
は
、
撮
作
地
に
お
け

る
対
等
性
の
要
求
を
次
第
に
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

註
（
1
）

『
奥
田
家
文
書
』
二
二
・
九
四
五
・
五
四
・
九
六
二
・
六
一
・
九
八
五
号
。

三
　
王
子
村
と
の
出
作
を
め
ぐ
る
争
論

　
王
子
村
へ
の
出
作
高
が
ほ
ぼ
固
定
し
た
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
安
永
期
・
天
明

期
．
芙
保
期
．
明
治
初
期
に
南
王
子
村
と
王
子
村
と
の
間
で
、
出
作
を
め
ぐ
っ
て

争
論
が
展
開
さ
れ
た
ゆ
そ
れ
は
、
南
王
子
村
の
出
作
人
ボ
「
私
共
身
分
諮
掩
之
儀
者
、

如
何
様
ζ
踏
下
ζ
被
申
馬
長
も
、
生
得
悪
書
者
共
之
儀
こ
候
得
者
、
　
一
言
之
申
開

無
之
候
得
三
一
）
御
年
貢
筋
井
御
高
掛
り
之
儀
ζ
付
、
芝
敷
翌
月
所
持
仕
候
辿
、
無

勘
定
ζ
而
理
悲
之
無
差
別
銀
子
取
立
被
申
、
剰
印
形
之
儀
墨
黒
二
押
割
哉
、
無
鉢

之
叢
雲
綾
、
叢
糞
需
御
座
候
得
者
、
護
・
非
道
之
取
羽
島
と
歎

一83一



　
　
　
　
（
1
）

ヶ
敷
奉
直
感
し
と
一
橋
代
官
所
へ
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
百
姓
対
「
臓
多
」
と
い

う
身
分
関
係
は
認
め
て
も
、
そ
れ
を
年
貢
関
係
に
ま
で
貫
徹
さ
せ
て
い
る
王
子
村

の
不
法
を
打
破
し
、
そ
の
面
で
の
対
等
性
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

安
永
期
の
争
い
　
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
五
月
、
同
七
年
の
出
作
高
掛
り
諸
入
用
銀

を
南
王
子
村
の
出
作
人
が
納
入
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
武
兵
衛
（
居
村
所
持
高
一
石
六
夢
七
升
三
合
）
・

甚
助
（
同
上
二
恩
三
升
六
合
）
・
勘
右
衛
門
（
胴
肚
獣
斜
）
・
次
郎
兵
衛
（
胴
識
罷
妬
航
）
・
利
兵
衛
（
胴
杜
鉱
）
・

太
郎
兵
衛
（
同
上
三
石
九
斗
七
升
｝
舎
）
・
角
右
衛
門
（
綱
離
）
の
七
名
が
、
王
子
村
か
ら
一
橋
の
府
中
代

官
所
に
訴
え
ら
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
太
郎
兵
衛
ら
は
、
村
役
人
に
奥
書
・
印
形
し
て
も
ら
っ
て
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
府
中
代
官
所
へ
王
子
村
の
取
扱
い
に
不
法
が
あ
る
と
訴
え
た
。
①
出

作
高
掛
り
入
用
勘
定
が
不
分
明
で
得
心
で
き
な
い
の
で
、
帳
面
を
見
せ
て
く
れ
と

頼
ん
だ
が
、
昔
か
ら
帳
面
を
見
せ
た
例
が
な
い
と
拒
絶
さ
れ
た
。
そ
れ
な
れ
ば
入

用
の
訳
を
読
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
再
三
要
求
し
た
が
読
聞
せ
て
も
く
れ
な
い
。
②

た
だ
入
用
は
惣
の
池
の
池
守
賃
・
水
入
給
・
野
木
・
土
俵
・
溝
ざ
ら
い
な
ど
の
費

用
を
役
高
三
百
二
十
石
余
に
割
賦
す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
③
惣
の
池
に
は
南

北
二
筋
の
溝
が
あ
り
、
王
子
村
支
配
の
北
溝
筋
は
王
子
村
の
田
地
掛
り
、
南
王
子

村
支
配
の
南
溝
筋
は
南
王
子
・
王
子
・
尾
井
三
力
村
の
田
地
掛
り
で
あ
る
。
南
溝

筋
掛
り
の
う
ち
四
町
九
反
二
畝
二
十
二
歩
は
王
子
村
外
で
、
そ
の
う
ち
四
町
五
反

歩
余
は
南
王
子
村
出
作
人
の
保
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
南
溝
筋
の
入
用
は
反
別

割
り
で
南
王
子
村
に
納
め
て
い
る
。
し
か
る
に
王
子
村
の
庄
屋
・
年
寄
の
い
う
よ

う
に
、
水
掛
り
入
用
を
王
子
村
役
高
三
百
二
十
石
余
で
割
賦
さ
れ
て
は
、
水
掛
り

入
用
は
二
重
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
④
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
ま
で

は
先
入
用
打
・
夜
番
賃
・
歩
行
給
と
い
う
名
目
は
な
か
っ
た
が
、
翌
安
永
元
年
か

ら
上
記
の
新
名
目
の
徴
収
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
入
用
が
増
し
て
き
た
。
⑤

入
用
方
に
つ
き
「
庄
屋
方
江
参
り
候
得
者
、
年
寄
方
へ
振
向
、
年
寄
方
江
参
り
候

　
　
　
　
　
　
（
と
）
　
　
　
　
　
（
と
）

得
者
、
庄
屋
方
江
等
振
向
、
勲
等
相
〆
り
候
対
談
し
を
し
て
く
れ
な
い
。
⑥
「
相

分
り
筋
立
候
入
用
」
な
れ
ば
、
「
何
程
難
渋
迫
り
候
油
、
不
納
幻
夢
儀
毛
頭
無
御

座
野
面
共
」
、
何
分
勘
定
が
不
分
明
な
の
で
納
入
を
延
引
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

入
用
が
二
重
に
な
ら
な
い
よ
う
、
得
心
を
さ
せ
て
差
配
銀
を
徴
収
す
る
よ
う
に
、

王
子
村
の
庄
屋
・
年
寄
に
命
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
府
中
代
官
所
は
こ
の
出
作
人
の
訴
願
を
取
上
げ
ず
、
郷
宿
両
人
に
渡
し
て
内
済

さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
し
て
両
人
の
取
曖
い
で
、
小
入
用
に
つ
い
て
南
王
子

村
の
出
作
人
に
委
細
読
聞
か
せ
が
な
さ
れ
、
納
得
の
う
え
捺
印
さ
れ
て
、
拙
入
の

　
　
　
　
（
2
）

落
着
を
み
た
。

天
明
期
の
争
論
　
し
か
し
そ
の
後
は
前
々
の
よ
う
に
読
聞
か
さ
れ
ず
、
石
懸
銀
が

無
勘
定
で
徴
収
さ
れ
る
の
で
、
出
作
人
ら
は
納
得
の
上
で
出
卸
し
た
い
と
申
出
た

と
こ
ろ
、
来
年
は
立
会
い
の
う
え
読
聞
か
せ
る
か
ら
、
本
年
は
異
儀
な
く
出
銀
せ

よ
と
い
わ
れ
て
出
臆
す
る
と
い
う
こ
と
が
く
り
か
え
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で

あ
っ
た
。

　
天
明
三
年
目
一
七
八
三
）
十
二
月
末
、
出
作
人
一
同
は
、
か
れ
ら
に
対
す
る
王
子

村
の
落
懸
銀
が
、
例
年
ど
お
り
無
勘
定
で
、
し
か
も
他
村
よ
り
格
別
多
く
徴
さ
れ

る
の
で
、
ど
う
い
う
わ
け
で
多
く
掛
け
ら
れ
る
の
か
、
入
用
方
に
つ
い
て
読
聞
か

せ
て
ほ
し
い
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
其
方
ど
も
に
申
聞
か
す
例
は
な
い
と
拒
絶
さ
れ

た
。
そ
こ
で
出
作
人
一
同
は
出
軍
を
延
引
し
た
と
こ
ろ
、
王
子
村
か
ら
府
中
代
官

所
へ
出
訴
さ
れ
た
。

、
府
中
代
官
所
は
府
中
村
の
郷
宿
両
人
に
南
王
子
村
出
作
人
と
王
子
村
と
の
出
入

り
の
取
続
い
を
命
じ
た
。
郷
宿
の
両
人
は
、
出
作
人
ら
に
「
石
謹
聴
三
匁
二
分
八

厘
の
う
ち
二
匁
五
分
を
と
り
あ
え
ず
出
潮
し
、
残
り
の
七
分
八
厘
は
来
春
早
々
わ

れ
わ
れ
が
入
用
帳
を
取
調
べ
た
上
で
、
出
土
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
」
と
い
う
調

停
案
を
提
示
し
た
。
出
作
人
ら
は
納
得
し
て
二
匁
五
分
を
出
課
し
た
。
翌
四
年
正

月
、
こ
の
調
停
案
を
両
人
は
王
子
村
へ
伝
え
た
。
そ
の
さ
い
王
子
村
が
出
作
人
四

八
人
の
う
ち
三
、
四
人
に
入
用
帳
を
読
聞
か
せ
て
、
馬
丁
の
決
済
を
す
る
よ
う
に

し
た
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
王
子
村
は
何
分
帳
面
を
出
作
人
に
読
聞
か
す
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
い
は
つ
た
。
そ
こ
で
両
人
は
王
子
村
の
意
向
を
出
作
人
に
伝
え
る

一一 W4一



出作をめぐる差別と争論

と
と
も
に
、
取
惨
い
を
辞
退
し
た
。

　
こ
れ
で
は
困
る
の
で
、
府
中
代
官
所
で
は
ハ
さ
ら
に
さ
き
の
郷
宿
両
人
に
対
し

て
、
今
一
応
調
停
の
労
を
と
る
よ
う
に
命
じ
た
。
出
作
人
幽
艶
は
「
何
分
ン
帳
面
．

下
聞
不
申
、
無
勘
定
ζ
而
出
銀
仕
嫁
御
儀
、
何
共
歎
ヶ
敷
奉
存
候
、
私
共
村
方
之

儀
ハ
、
平
人
与
者
引
下
り
候
者
共
義
、
無
勘
定
こ
而
権
威
を
以
非
道
成
致
方
仕
隠

事
、
愚
昧
之
百
姓
共
達
而
相
歎
キ
、
王
子
村
諸
事
取
書
方
井
諸
入
用
方
無
助
定
こ

取
立
候
義
撫
し
に
つ
い
て
、
府
申
代
宮
所
に
吟
味
し
て
い
た
だ
ぎ
、
今
後
は
勘
定

方
に
つ
い
て
納
得
し
た
う
え
で
出
銀
し
た
い
と
、
強
く
主
張
し
た
。
し
か
し
、
村

役
人
は
府
中
代
官
所
が
郷
宿
両
人
に
出
入
り
の
取
潔
い
・
内
済
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ

と
だ
か
ら
と
出
作
人
を
な
だ
め
押
え
、
石
釧
銀
の
残
暑
を
納
入
さ
せ
、
出
入
り
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

一
応
落
着
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
も
出
作
人
に
対
す
る
王
子
村
の
取
扱
い
は
改
ま
ら
な
い
の
で
、

同
年
二
月
、
出
作
人
四
八
人
は
村
役
人
を
通
し
て
、
次
の
よ
ヶ
に
府
中
代
官
所
へ

訴
願
し
た
。
①
年
貢
割
賦
銀
・
諸
入
用
が
無
勘
定
で
徴
収
さ
れ
納
得
で
き
な
い
。

以
後
は
読
聞
か
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
命
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。
②
一
反
に
米
一
升

の
歩
行
給
、
高
一
石
に
米
一
升
の
夜
番
賃
が
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
か
ら
新
規

に
、
し
か
も
無
勘
定
で
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
吟
味
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
そ
し
て
納
得
の
上
、
出
銀
し
た
い
。
③
水
掛
り
は
元
来
反
別
掛
り
で
あ

る
の
に
、
王
子
村
に
限
り
村
法
と
称
し
て
、
池
普
請
・
水
入
役
な
ど
、
す
べ
て
水

掛
り
入
用
を
高
掛
り
で
徴
収
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
王
子
村
へ
余
分
に
出
銀
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
今
後
は
水
掛
り
入
用
は
反
別
掛
け
に
改
め
る
よ
う
、
王
子

村
に
命
じ
て
ほ
し
い
。
④
小
入
用
帳
に
捺
印
の
と
き
も
、
例
年
一
切
読
聞
か
さ
れ

ず
・
判
は
庄
屋
宅
で
障
子
越
し
に
と
ら
れ
る
。
「
当
年
之
処
も
読
聞
不
申
候
ハ
Σ
、

印
形
仕
三
儀
、
私
共
式
之
者
こ
候
得
共
、
右
躰
之
非
道
成
村
方
取
回
ζ
御
座
候
故
、

何
こ
印
形
被
取
団
坐
も
難
斗
」
い
。
今
後
は
読
聞
か
せ
、
納
得
の
上
、
捺
印
す
る

よ
う
に
取
計
ウ
て
い
た
だ
き
た
い
。
⑤
王
子
村
の
庄
屋
・
年
寄
の
支
配
を
う
け
て

は
・
年
貢
筋
そ
の
ほ
か
諸
入
用
方
に
つ
い
て
「
相
尋
王
事
共
難
相
成
し
い
の
で
、

王
子
村
庄
屋
に
よ
る
出
作
勉
支
配
を
や
め
、
府
申
組
の
庄
屋
に
預
け
支
配
さ
せ
て

ほ
し
い
。
⑥
預
け
支
配
が
王
子
村
の
差
支
え
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
譲
受

け
た
時
の
代
銀
三
十
七
貫
三
百
目
余
で
買
取
っ
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
。
⑦
出
作
高

辻
と
天
明
三
年
の
年
貢
高
辻
と
の
間
に
二
斗
四
升
余
の
違
い
が
あ
り
、
こ
れ
だ
け

余
分
に
王
子
村
に
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
吟
味
の
う
え
射
撃
歩
違
い
が
あ
れ
ば
改
め

　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
た
だ
き
た
い
。

　
ま
た
、
六
月
に
は
前
々
か
ら
の
要
求
で
あ
る
水
掛
り
入
用
の
二
重
徴
収
に
な
っ

て
い
る
の
を
改
め
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
た
。
す
な
わ
ち
、
惣
ノ
池
水
掛
り
反

別
二
十
三
町
五
畝
歩
の
う
ち
、
南
王
子
村
支
配
の
南
首
筋
掛
り
は
十
四
町
三
反
歩

で
、
こ
の
う
ち
四
町
四
反
八
畝
十
六
歩
は
王
子
村
領
で
当
時
南
王
子
村
出
作
人
の

所
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
水
入
給
米
・
池
守
給
米
そ
の
ほ
か
水
掛
り
入
用

は
反
劉
割
り
で
、
南
王
子
村
に
納
め
て
い
る
。
王
子
村
支
配
の
北
溝
筋
掛
り
八
町

七
反
緊
緊
歩
の
水
掛
り
青
葱
は
、
王
子
村
惣
高
三
百
二
十
石
子
で
立
至
り
で
徴
収

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
四
町
四
反
八
畝
十
六
歩
分
に
つ
い
て
は
、
水
掛
り
入
用

は
二
重
に
徴
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
吟
味
の
上
、
や
め
さ
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

　
争
論
は
取
潟
町
が
入
っ
て
、
調
停
案
を
提
示
し
て
も
、
な
か
な
か
落
着
に
い
た

ら
な
か
っ
た
が
、
天
明
七
年
十
一
月
に
い
た
り
、
よ
う
や
く
一
部
に
裁
定
が
下
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
夜
番
賃
・
歩
行
給
は
新
規
の
取
立
て
で
は
な
く
、
明
和
八
年
（
一

七
七
一
）
ま
で
は
代
銀
徴
収
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
吟
味
の
上
、
明
ら
か
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
出
作
人
は
心
得
違
い
の
申
立
を
し
た
と
い
う
界
雷
を
と
ら
れ
た
。

ま
た
、
池
入
用
の
高
掛
り
徴
収
は
領
知
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
他
村
の
出
作
人
は

こ
れ
に
応
じ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
請
印
形
を
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ

（
7
）

た
。

　
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
な
お
解
決
に
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、
寛
政
元
年
（
一
七

八
九
）
三
月
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
次
の
よ
う
に
一
件
落
着
を
み
た
。
①
諸
入
用

銀
の
勘
定
は
、
出
作
人
の
う
ち
一
両
人
に
読
聞
か
せ
る
。
②
夜
番
賃
・
歩
行
給
に
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つ
い
て
は
、
す
で
に
請
印
を
し
た
の
で
、
従
来
通
り
と
す
る
。
③
小
入
用
の
品
々

を
申
聞
か
せ
た
上
で
、
目
の
前
で
小
入
用
帳
に
捺
印
さ
せ
る
。
④
出
作
高
の
高
畝

歩
違
い
に
つ
い
て
は
、
双
方
請
印
を
し
た
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
仕
来
り
通

り
に
す
る
。
⑤
し
た
が
っ
て
出
作
高
を
王
子
村
高
か
ら
芝
切
訳
け
は
せ
ず
、
王
子

村
庄
屋
の
支
配
と
す
る
。
⑥
水
掛
り
入
用
の
二
重
徴
収
と
い
う
一
件
に
つ
い
て
は
、

王
子
村
は
両
溝
支
配
を
主
張
し
、
双
方
の
主
張
に
く
い
違
い
が
あ
る
の
で
、
こ
れ

は
取
曖
人
に
ま
か
せ
・
従
来
通
り
と
す
郁

　
石
灯
銀
の
無
勘
定
・
障
子
越
し
捺
印
を
や
め
、
読
聞
か
せ
納
得
さ
せ
て
ほ
し
い

と
い
う
、
出
作
人
の
多
年
の
宿
望
だ
け
は
、
こ
こ
に
一
応
達
成
さ
れ
た
が
、
こ
れ

が
こ
の
の
ち
ど
れ
ほ
ど
実
行
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。

天
保
期
の
出
入
り
　
下
っ
て
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
出
作
地
の
高
掛
り
入
用
・
早
損

時
の
小
池
用
水
入
渡
し
方
・
小
池
普
請
入
用
な
ど
に
つ
き
、
王
子
村
庄
屋
が
、
南

王
子
村
山
作
人
を
コ
段
者
し
と
侮
り
、
非
道
の
取
計
い
方
を
す
る
の
で
出
訴
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
富
秋
村
庄
屋
樟
平
・
尾
井
村
庄
屋
嘉
右
右
衛
門
の
仲
裁
で
、

翌
七
年
六
月
、
次
の
よ
う
に
内
済
し
た
。
①
高
掛
り
入
用
に
つ
い
て
は
、
取
曖
人

が
一
点
限
り
調
べ
て
減
増
す
る
。
②
小
池
普
請
人
足
に
つ
い
て
は
、
本
村
同
様
に
．

出
作
人
か
ら
も
出
て
、
小
池
普
請
人
足
の
入
用
は
徴
収
し
な
い
。
③
旱
越
に
さ
い

し
小
池
用
水
を
抜
下
す
と
き
は
、
出
作
人
の
代
表
四
、
五
人
が
王
子
村
の
差
図
を

う
け
て
用
水
入
場
を
と
も
に
見
廻
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
和
談
申
合
せ
は
実
行
さ
れ
な
い
ま
ま
、
天
保
十
年
を
む
か
え
た
。

同
年
は
近
来
稀
の
早
越
続
き
で
用
水
が
不
足
し
、
稲
・
綿
陰
野
と
も
大
痛
み
と
な

っ
た
。
す
で
に
惣
ノ
池
は
抜
き
払
わ
れ
、
七
月
末
に
は
小
池
を
抜
き
下
す
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
出
作
人
は
四
年
以
前
の
約
定
の
実
行
を
王
子
村
に
求
め
た
と
こ

ろ
、
相
手
に
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
掛
合
い
に
い
っ
た
出
作
人
の
佃
地
へ
は
一
水

も
入
渡
さ
な
い
之
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
年
貢
・
高

掛
り
入
用
の
勘
定
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
お
前
ら
は
出
作
人
、
こ
と
に
「
賎
敷
者

共
」
だ
か
ら
、
王
子
村
と
は
同
じ
に
で
き
な
い
と
、
権
柄
つ
く
の
応
対
ぶ
り
で
あ

っ
た
。

　
そ
こ
で
出
作
人
ら
は
、
①
天
保
七
年
か
ら
同
十
年
ま
で
の
四
力
年
分
の
夫
銭
割

方
を
明
白
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
②
皐
越
の
年
柄
の
小
池
用
水
抜
下
げ
に
つ
い
て

依
枯
の
取
計
い
が
あ
る
か
ら
、
今
後
は
不
公
平
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
出
作

人
か
ら
一
両
人
を
水
入
見
分
人
と
し
て
出
し
た
い
、
③
入
作
差
配
人
一
人
を
き
め
、

年
貢
・
諸
入
用
は
こ
の
者
が
集
め
て
本
村
へ
一
手
納
入
す
る
よ
う
に
し
た
い
。
ま

た
、
池
普
請
人
足
割
合
触
れ
や
本
村
か
ら
の
申
渡
筋
も
、
こ
の
差
配
人
か
ら
入
作
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百
姓
一
同
へ
通
達
す
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
川
口
代
官
所
へ
訴
え
た
。

　
出
入
り
は
容
易
に
解
決
せ
ず
、
天
保
十
三
年
の
冬
を
む
か
え
た
。
代
官
所
は
王

子
村
に
対
し
、
「
寛
延
年
中
に
取
替
し
た
一
札
通
り
以
外
は
聞
入
れ
ら
れ
な
い
と

い
い
は
つ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
旧
例
で
も
悪
い
も
の
は
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
入

用
帳
面
の
う
ち
に
は
怪
し
い
個
条
も
み
う
け
ら
れ
る
し
、
取
計
い
方
が
よ
く
な
い

か
ら
、
出
作
人
は
疑
念
を
さ
し
は
さ
む
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
出
作
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勘
。
）

納
得
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、
和
済
を
う
な
が
し
た
。

　
こ
う
し
て
同
年
十
二
月
に
い
た
り
、
浦
田
村
庄
屋
為
太
郎
・
尾
井
村
庄
屋
嘉
右

衛
門
の
取
曖
い
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
条
件
で
和
解
し
て
一
件
の
落
着
を
み
た
。

①
四
通
年
分
の
夫
銭
割
方
に
つ
い
て
は
、
調
べ
な
い
ま
ま
取
母
人
に
一
任
し
、
こ

の
件
に
つ
い
て
は
以
後
双
方
と
も
異
議
を
申
立
て
な
い
。
②
以
後
の
一
銭
割
組
入

れ
に
つ
い
て
は
、
取
曖
人
の
嘉
右
衛
門
が
疑
惑
の
筋
の
な
い
よ
う
、
当
冬
分
か
ら

一
点
限
り
調
べ
、
天
保
七
年
時
の
取
究
め
に
復
す
る
。
③
早
越
の
年
の
小
池
用
水

の
抜
下
げ
に
さ
い
し
て
は
、
王
子
村
役
人
が
本
村
・
入
作
の
別
な
く
平
等
に
用
水

を
入
渡
す
と
と
も
に
、
天
保
七
年
時
の
取
属
人
富
秋
村
庄
屋
樟
平
の
弟
武
兵
衛
が
、

自
分
が
出
作
し
て
い
る
王
子
村
の
田
地
の
水
入
方
を
見
廻
る
つ
い
で
に
、
南
王
子

村
の
出
作
地
の
水
入
方
を
見
分
す
る
。
④
小
池
の
普
請
人
足
は
、
本
村
同
様
に
入

作
人
か
ら
も
出
し
、
入
用
向
き
が
減
少
す
る
よ
う
に
す
る
。
⑤
年
番
で
入
作
惣
代

一
人
を
決
め
、
そ
の
も
の
が
年
貢
・
諸
入
用
を
一
手
に
持
参
す
る
ほ
か
、
本
村
か

ら
の
申
渡
筋
や
人
足
の
差
出
方
も
つ
か
さ
ど
る
。
し
か
し
、
年
貢
請
取
通
や
本
村
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出作をめぐる差別と争論

の
役
人
か
ら
出
す
請
取
書
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
一
人
別
に
渡
す
。
⑥
古
屋
敷

に
つ
い
て
は
、
役
人
給
・
上
納
銀
の
入
目
は
徴
収
す
る
が
、
本
高
で
は
な
い
の
で
、

そ
の
ほ
か
の
入
用
は
賦
課
し
な
い
。
⑦
さ
き
の
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
三
月
の
和

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

解
条
項
の
趣
旨
も
守
る
。

　
こ
の
結
果
、
夫
銭
勘
定
に
は
取
内
人
の
尾
井
村
庄
屋
嘉
右
衛
門
を
立
入
人
と
し
、

早
越
時
の
小
池
用
水
引
方
に
つ
い
て
は
富
秋
村
の
武
兵
衛
を
水
入
方
見
廻
人
に
す

る
こ
と
で
、
一
応
、
王
子
村
の
不
当
な
差
別
に
一
定
の
制
限
を
つ
け
、
小
池
の
普

請
人
足
に
つ
い
て
も
本
村
同
様
の
取
扱
い
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
の
と

き
限
り
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
天
保
七
年
の
和
解
条
件
が
実
行
さ

れ
ず
、
同
十
年
に
取
立
人
の
尾
井
村
庄
屋
嘉
右
衛
門
に
出
作
人
が
そ
れ
を
訴
え
た

と
こ
ろ
、
嘉
右
衛
門
は
「
其
節
之
儀
羽
扇
と
相
覚
不
申
」
と
返
話
し
、
ま
た
銅
状

が
王
子
村
に
種
々
引
合
せ
た
が
、
王
子
村
が
相
手
に
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
は
、

こ
の
推
測
を
み
ち
び
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
入
作
差
配
人
に
よ
る
年
貢
・
諸
入

用
の
王
子
村
へ
の
一
手
納
入
と
い
う
仕
法
を
獲
得
し
た
こ
と
は
、
王
子
村
の
庄

屋
・
年
寄
の
出
作
人
に
対
す
る
個
別
分
散
的
支
配
を
一
応
排
除
し
た
と
い
う
点
で
、

大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
年
貢
請
取
通
や
本
村
役
人
か
ら
差
出
す
請

取
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
個
洌
と
い
う
点
で
、
旧
来
の
関
係
が
温
存
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
出
作
関
係
に
お
け
る
王
子
村
の
部
落
差
別
は
、
他
面
に
お
い
て
は
、
王
子
村
内

に
お
け
る
公
事
家
（
村
政
全
般
に
発
言
権
を
有
す
る
）
と
無
足
家
（
聾
唖
締
胸
髄
妙
が
償
醤
挺
欄
蘇
駄
照
ズ
年
盛
驚
卿
幽
稚
湖

姪
眠
）
と
い
う
階
層
秩
序
維
持
の
お
も
り
と
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う

し
た
こ
と
は
王
子
村
だ
け
に
限
ら
ず
、
ほ
か
の
村
々
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

も
し
王
子
村
で
改
め
れ
ば
、
周
辺
の
村
々
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
元
来
王
子
村
之
儀
、
往
古
♂
村
方
人
家
こ
公
嘉
詩
・
無
足
家
与
ニ
タ
派
有
之
候
内
、
無

　
　
足
家
与
唱
候
分
者
、
御
高
所
持
之
多
少
・
身
元
之
貧
福
乙
不
二
、
都
而
村
用
向
携
方
内

　
　
輪
目
ζ
仕
、
別
而
用
水
曳
方
之
儀
者
、
・
一
．
円
為
携
不
申
、
公
事
家
記
分
乙
限
り
携
候
仕

　
　
来
ζ
付
、
以
後
入
作
百
姓
壱
人
こ
而
も
、
右
様
三
筋
二
為
立
会
候
而
者
、
前
書
無
足
家

　
　
之
も
の
共
、
万
端
公
事
家
並
乙
携
下
様
成
行
、
年
暦
久
遠
重
恩
格
相
崩
レ
、
不
治
り

　
　
之
緒
チ
ζ
茂
相
成
生
餌
哉
、
且
右
様
之
訳
柄
者
王
子
村
乙
限
り
不
申
、
外
村
ζ
乙
も
間

　
　
ぐ
有
之
二
二
付
、
何
方
江
差
響
候
哉
も
難
斗

明
治
初
期
の
訴
願
　
天
保
十
三
年
の
和
解
で
、
年
貫
・
諸
入
用
は
入
作
差
配
人
に

よ
る
一
手
納
入
と
い
う
要
求
を
か
ち
と
っ
た
が
、
免
状
な
ど
は
一
年
も
見
せ
て
も

ら
え
ず
、
ま
た
目
録
は
隔
年
に
差
出
し
て
く
れ
る
と
い
5
1
約
束
も
、
一
。
力
年
は
お

こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
は
実
行
さ
れ
ず
、
し
か
も
臨
時
入
用
を
多
分
に
か
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
出
作
地
の
溜
池
の
樋
が
破
損
し
て
も
普
請
さ
れ

な
い
ば
か
り
か
、
勝
手
に
王
子
村
が
臥
床
を
開
く
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
「
規
定
為
取
替
直
江
置
候
儀
も
、
忽
チ
違
変
仕
」
る
の
は
、
「
是
全
ク
下
賎

底
下
之
者
ト
見
侮
り
、
非
義
・
非
道
之
仕
向
数
多
有
之
候
儀
ハ
、
筆
端
言
語
こ
老

難
申
尽
」
く
、
こ
れ
で
は
出
作
地
経
営
が
成
立
た
な
い
の
で
、
つ
い
に
明
治
元
年

（一

ｪ
六
八
）
に
、
出
作
地
の
高
分
け
・
年
貢
の
直
上
納
を
訴
願
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
御
領
知
覧
政
事
規
模
」
に
も
か
か
わ
る
の
で
許
可
で
き
な
い
と

申
渡
さ
れ
る
と
、
「
当
御
領
知
御
初
年
後
、
寛
延
四
辛
未
年
八
月
大
鳥
三
原
田
村
御

高
百
五
拾
四
石
四
斗
弐
升
九
合
、
草
部
村
江
出
作
之
分
御
高
分
直
御
上
納
仕
候
事
、

明
白
ζ
罷
在
候
、
乍
併
此
廉
を
以
、
此
度
之
御
歎
願
、
押
而
申
立
候
所
存
毛
頭
無

御
座
、
唯
幾
重
乙
茂
御
慈
悲
ζ
奉
告
軋
り
度
而
己
之
儀
ζ
御
座
候
」
と
、
先
例
の

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
馬
高
分
け
．
直
上
納
を
強
く
歎
願
し
た
が
聞
届
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
出
作
地
に
お
け
る
差
別
は
、
王
子
村
内
の
階
層
差
別
ど
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
続
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（（（（（垂
76521
）））））、　　　　　岡同同同ε・
コニコ　　　　げ
充蓋西6ε
六六五・

計量蕃
　　　磯
　　　　妻

　　　　九
　　　　四

　　　　量
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（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

同
九
四
九
号
。

同
二
四
六
九
・
四
四
七
・
二
四
七
一
号
。

同
九
五
九
号
。

同
二
四
七
一
号
。

【
同
二
謂
四
六
九
号
。

同
二
四
七
一
号
。
小
野
田
前
掲
論
文
。
な
お
、
こ
う
し
た
関
係
は
明
治
・
大
正
・

昭
和
と
存
続
し
た
（
和
泉
市
解
放
総
合
セ
ン
タ
ー
『
郷
土
の
歩
み
』
研
究
会
で

の
聞
取
り
）
。

同
四
八
九
・
四
九
〇
・
九
九
六
号
。
『
大
阪
府
南
王
子
村
文
書
』
八
九
一
・
九
〇

六
・
九
一
〇
・
九
二
二
・
九
二
六
・
九
二
九
・
九
三
〇
・
九
三
三
号
。

四
　
む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
で
分
か
る
よ
う
に
、
南
王
子
村
の
出
作
人
は
百
姓
対
「
薇
多
」
と
い
う
身

分
差
別
は
認
め
て
も
、
そ
れ
を
王
子
村
の
出
作
地
経
営
に
ま
で
貫
徹
さ
せ
よ
う
と

す
る
王
子
村
役
人
の
非
道
な
差
別
を
排
除
し
、
農
業
経
営
面
で
は
本
村
百
姓
並
み

の
対
等
の
権
利
を
主
張
し
、
長
年
月
に
わ
た
っ
て
い
く
た
び
か
争
論
を
展
開
し
た
。

　
し
か
し
、
差
別
の
壁
は
厚
く
、
た
と
え
約
定
書
を
取
交
わ
し
て
も
、
そ
れ
が
忽

ち
反
古
に
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
、
か
ち
と
っ
た
も
の
は
、
わ
ず
か
に
出
作
地
の
年

貢
・
諸
入
用
の
入
作
差
配
人
に
よ
る
一
手
納
入
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
り
、
免
状
は

も
ち
ろ
ん
、
諸
入
用
の
見
聞
も
、
和
解
の
年
ぐ
ら
い
に
し
か
実
行
さ
れ
な
い
あ
り

さ
ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
た
ま
り
か
ね
て
明
治
元
年
に
、
出
作
地
の
高
分
け
・
年
貢
直
上
納
を
訴
願
し
、

王
子
村
か
ら
の
独
立
を
は
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
領
主
権
力
に
拒
絶
さ
れ
て
実
現
に

い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
高
分
け
・
年
貢
直
上
納
の
訴
願
に
つ
い
て
は
、
確
証
は

な
い
が
、
天
保
六
年
以
降
次
の
よ
う
な
出
作
地
に
お
け
る
年
貢
納
入
面
で
不
当
な

差
別
が
な
さ
れ
、
こ
の
本
村
百
姓
や
他
の
一
般
の
出
作
人
と
異
る
不
利
な
条
件
を

排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
も
深
い
関
連
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
天
保
六
年
、
泉
州
一
橋
領
知
の
大
園
・
南
出
・
綾
井
・
中
・
富
秋
・
尾
井
・
千

原
・
森
・
森
・
北
曾
根
・
南
曾
根
・
宮
・
二
田
・
虫
取
・
辻
・
穴
田
・
長
井
・
上

代
・
舞
・
上
・
太
・
王
子
の
二
十
ニ
カ
村
は
、
七
分
方
を
米
納
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
さ
い
村
々
は
川
ロ
代
官
所
に
南
王
子
村
の
出
作
人
の
米
納
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

次
の
よ
う
な
伺
書
を
提
出
し
て
、
そ
の
指
示
を
う
け
て
い
る
。

　
　
多
く
之
内
、
南
王
子
村
汐
出
作
之
分
も
有
之
、
右
村
方
こ
点
出
来
米
取
立
可
仕
哉
、
又

　
　
ハ
元
村
乙
術
買
米
為
致
、
．
相
姦
可
申
哉
、
御
滝
壷
申
上
領

　
　
　
右
御
伺
申
上
侯
処
、
南
王
子
村
幽
来
米
致
上
納
三
儀
ハ
為
止
、
元
村
こ
雇
買
米
為

　
　
　
致
、
相
三
道
申
、
騰
馬
領
知
村
く
之
内
ζ
而
心
添
米
候
ハ
筏
何
村
乙
而
買
求
候
て
、

　
　
　
集
村
こ
戸
隠
調
候
儀
届
出
、
且
又
買
先
土
壇
、
随
分
不
当
之
全
段
無
之
様
取
斗
号

　
　
　
申
旨
、
被
　
仰
付
候
事

　
南
王
子
村
の
出
作
人
は
、
出
作
旧
き
で
つ
く
っ
た
米
を
納
め
ず
、
出
作
先
き
の

村
で
暴
騰
し
て
米
納
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
南
王
子
村

の
出
作
人
が
出
作
先
き
以
外
の
一
橋
領
知
の
心
々
で
質
幸
す
る
と
き
は
、
ど
の
村

で
買
求
め
た
か
を
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
出
作
辛
き
の
本
村
は
、

そ
の
買
先
き
村
を
調
べ
て
、
不
当
な
直
段
で
売
渡
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
取
計
う

よ
う
申
渡
さ
れ
て
い
た
。
南
王
子
村
の
出
作
人
は
、
つ
く
っ
た
米
は
買
い
た
た
か

れ
、
出
作
熱
き
や
他
の
一
橋
領
知
の
村
々
で
不
当
に
高
い
米
の
購
入
を
し
い
ら
れ
、

そ
の
弁
銀
に
苦
し
む
と
い
う
不
利
な
条
件
を
領
主
権
力
か
ら
お
し
つ
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
心
々
は
領
主
権
力
の
差
替
を
利
用
し
、
こ
れ
を
お
し
す
す

め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（註
↓

拙
稿
「
泉
州
一
橋
領
知
の
貢
程
」
．
（
『
社
会
経
済
史
の
諸
問
題
　
鯉
翻
鋲
飴
繍
娩
勉
』

巌
南
堂
刊
）
。
「
御
領
知
米
納
ζ
付
、
心
得
方
配
意
」
（
奥
田
家
文
書
）
。
こ
の
文

書
の
全
文
は
、
本
学
の
『
部
落
問
題
論
集
』
第
5
号
に
発
表
予
定
で
あ
る
。
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